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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の前方を撮像する撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位
置を検出する灯火位置検出手段と、
　前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火ペア間の距離だけ右方向に離れた欠損灯火位置を算出する欠損灯火位置算出手段
と、
　前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、所定の距離だ
け右方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出するドライバ位置算出手段と、
　前記灯火位置、前記欠損灯火位置、及び前記ドライバ位置を各頂点とした三角形領域と
、前記灯火位置、前記ドライバ位置、及び前記ドライバ位置から前記予め定められた車両
における灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域とを合成し
て四辺形領域を生成する四辺形領域生成手段と、
　前記四辺形領域生成手段によって生成された四辺形領域を遮光領域とするように、自車
両の前方を照射する照射手段を制御する照射制御手段と、
　を備えた照射制御装置。
【請求項２】
　自車両の前方を撮像する撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位
置を検出する灯火位置検出手段と、
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　前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められ
た車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心
とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位
置として算出するドライバ位置算出手段と、
　前記灯火位置、前記ドライバ位置、及び前記ドライバ位置から前記予め定められた車両
における灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域、もしくは
前記三角形領域に外接する楕円領域又は多角形領域を生成する領域生成手段と、
　前記領域生成手段によって生成された三角形領域、楕円領域、又は多角形領域を遮光領
域とするように、自車両の前方を照射する照射手段を制御する照射制御手段と、
　を備えた照射制御装置。
【請求項３】
　前記ドライバ位置算出手段は、
　前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められ
た車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心
とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、前記ドライ
バ位置として算出する、
　請求項１記載の照射制御装置。
【請求項４】
　前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位置が検出された場合に
、前記対向車両の灯火ペアの灯火位置に基づいて、矩形領域を生成する矩形領域生成手段
を更に含み、
　前記照射制御手段は、前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位
置が検出された場合に、前記矩形領域生成手段によって生成された矩形領域を遮光領域と
するように、前記照射手段を制御し、
　前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の１つの灯火位置が検出された場合に、前
記四辺形領域生成手段によって生成された四辺形領域を遮光領域とするように、前記照射
手段を制御する請求項１又は請求項３に記載の照射制御装置。
【請求項５】
　前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位置が検出された場合に
、前記対向車両の灯火ペアの灯火位置に基づいて、矩形領域を生成する矩形領域生成手段
を更に含み、
　前記照射制御手段は、前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位
置が検出された場合に、前記矩形領域生成手段によって生成された矩形領域を遮光領域と
するように、前記照射手段を制御し、
　前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の１つの灯火位置が検出された場合に、前
記領域生成手段によって生成された三角形領域、楕円領域、又は多角形領域を遮光領域と
するように、前記照射手段を制御する請求項２記載の照射制御装置。
【請求項６】
　前記撮像装置の光軸と前記照射手段の光軸とは、合わせて設置される、
　請求項１～請求項５の何れか１項記載の照射制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照射制御装置に係り、特に、車両の前照灯を制御する照射制御装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、車両の前照灯装置では、運転者が手動で前照灯（ヘッドランプ又はヘッドラ
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イトともいう）をロービームとハイビームとを切り替えている。ハイビームの場合、運転
者にとっては視認性に優れているが、対向車両の運転者（ドライバ）や歩行者に対しては
眩しさを与えてしまうので、適切なハイビームとロービームとの切り替えが必要である。
【０００３】
　特許文献１においては、車両の進行方向左側の検出領域に人物が存在すると判定すると
、当該人物に与える眩しさを低減するように、照灯部の照射範囲、照射方向、照度を制御
する技術が提案されている。
【０００４】
　また、従来の技術において、照灯部の照射範囲を制御することで対向車両のドライバを
眩惑させないようにするためには、図１０（ａ）に示すように、対向車両１０１の前照灯
１０２，１０３の位置に基づきドライバ１０４を防眩するための遮光領域１０５ａを生成
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－５４３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記で説明した従来の技術では、対向車両のドライバ側の前照灯の故障
等が原因で対向車両の１灯のみが検出された場合には、対向車両のドライバに対して遮光
することができず、防眩できない。
【０００７】
　例えば、図１０（ｂ）に示すように、対向車両１０１の助手席側の前照灯の故障等が原
因で対向車両１０１のドライバ１０４側の前照灯１０２の１灯のみが検出された場合、遮
光領域１０５ｂによって、対向車両１０１のドライバ１０４に対して遮光することができ
るが、図１０（ｃ）に示すように、対向車両１０１のドライバ１０４側の前照灯の故障等
が原因で、対向車両１０１の助手席側の前照灯１０３の１灯のみが検出された場合、対向
車両１０１のドライバ１０４に対して遮光することができず、防眩できていない。
【０００８】
　１つの前照灯の灯火のみを検出した際に矩形の遮光領域で遮光を行う場合、検出した灯
火が左右のいずれの側の灯火であるかを判別できない。そのため、対向車両のドライバを
確実に防眩するためには、図１０（ｄ）及び図１０（ｅ）に示すように、余分な遮光領域
１０６，１０７を生成する必要がある。
【０００９】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、対向車両の灯火を１灯し
か検出できなかった場合であっても、余分な遮光領域を生成することを抑制して、ドライ
バを防眩することができる照射制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）上記の目的を達成するため、本発明の照射制御装置は、自車両の前方を撮像する
撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位置を検出する灯火位置検出
手段と、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた車
両における灯火ペア間の距離だけ右方向に離れた欠損灯火位置を算出する欠損灯火位置算
出手段と、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた
車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、所定
の距離だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出するドライバ位置算出手段と
、前記灯火位置、前記欠損灯火位置、及び前記ドライバ位置を各頂点とした三角形領域と
、前記灯火位置、前記ドライバ位置、及び前記ドライバ位置から前記予め定められた車両
における灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域とを合成し
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て四辺形領域を生成する四辺形領域生成手段と、前記四辺形領域生成手段によって生成さ
れた四辺形領域を遮光領域とするように、自車両の前方を照射する照射手段を制御する照
射制御手段と、を備える。
【００１１】
　また、（２）上記の目的を達成するため、本発明の照射制御装置は、自車両の前方を撮
像する撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位置を検出する灯火位
置検出手段と、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定めら
れた車両における灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた欠損灯火位置を算出する欠損灯火
位置算出手段と、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定め
られた車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ
、所定の距離だけ左方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出するドライバ位置算出
手段と、前記灯火位置、前記欠損灯火位置、及び前記ドライバ位置を各頂点とした三角形
領域と、前記灯火位置、前記ドライバ位置、及び前記ドライバ位置から前記予め定められ
た車両における灯火ペア間の距離だけ右方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域とを
合成して四辺形領域を生成する四辺形領域生成手段と、前記四辺形領域生成手段によって
生成された四辺形領域を遮光領域とするように、自車両の前方を照射する照射手段を制御
する照射制御手段と、を備える。
【００１２】
　（３）　上記（１）又は（２）の照射制御装置において、前記ドライバ位置算出手段は
、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められ
た車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心
とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、前記ドライ
バ位置として算出する。
【００１３】
　なお、（４）上記（１）から（３）のいずれかに記載の照射制御装置は、前記灯火位置
検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位置が検出された場合に、前記対向車両
の灯火ペアの灯火位置に基づいて、矩形領域を生成する矩形領域生成手段を更に含み、前
記照射制御手段は、前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位置が
検出された場合に、前記矩形領域生成手段によって生成された矩形領域を遮光領域とする
ように、前記照射手段を制御し、前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の１つの灯
火位置が検出された場合に、前記四辺形領域生成手段によって生成された四辺形領域を遮
光領域とするように、前記照射手段を制御する。
【００１４】
　また、（５）上記の目的を達成するため、本発明の照射制御装置は、自車両の前方を撮
像する撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位置を検出する灯火位
置検出手段と、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定めら
れた車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、
予め定められた車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両にお
ける車両中心とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を
、ドライバ位置として算出するドライバ位置算出手段と、前記灯火位置、前記ドライバ位
置、及び前記ドライバ位置から前記予め定められた車両における灯火ペア間の距離だけ左
方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域、もしくは前記三角形領域に外接する楕円領
域又は多角形領域を生成する領域生成手段と、前記領域生成手段によって生成された三角
形領域、楕円領域、又は多角形領域を遮光領域とするように、自車両の前方を照射する照
射手段を制御する照射制御手段と、を備える。
【００１５】
　また、（５）上記の目的を達成するため、本発明の照射制御装置は、自車両の前方を撮
像する撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位置を検出する灯火位
置検出手段と、前記灯火位置検出手段によって検出された前記灯火位置から、予め定めら
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れた車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、
予め定められた車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両にお
ける車両中心とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ左方向に離れた位置を
、ドライバ位置として算出するドライバ位置算出手段と、前記灯火位置、前記ドライバ位
置、及び前記ドライバ位置から前記予め定められた車両における灯火ペア間の距離だけ右
方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域、もしくは前記三角形領域に外接する楕円領
域又は多角形領域を生成する領域生成手段と、前記領域生成手段によって生成された三角
形領域、楕円領域、又は多角形領域を遮光領域とするように、自車両の前方を照射する照
射手段を制御する照射制御手段と、を備える。
【００１６】
　なお、（６）上記（４）又は（５）の照射制御装置は、前記灯火位置検出手段によって
前記対向車両の灯火ペアの灯火位置が検出された場合に、前記対向車両の灯火ペアの灯火
位置に基づいて、矩形領域を生成する矩形領域生成手段を更に含み、前記照射制御手段は
、前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の灯火ペアの灯火位置が検出された場合に
、前記矩形領域生成手段によって生成された矩形領域を遮光領域とするように、前記照射
手段を制御し、前記灯火位置検出手段によって前記対向車両の１つの灯火位置が検出され
た場合に、前記領域生成手段によって生成された三角形領域、楕円領域、又は多角形領域
を遮光領域とするように、前記照射手段を制御する。
【００１７】
　また、上記各々の照射制御装置は、前記撮像装置の光軸と前記照灯手段の光軸とは、合
わせて設置される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る照射制御装置は、対向車両の灯火を１灯しか検出できなかった場合であっ
ても、余分な遮光領域を生成することを抑制して、ドライバを防眩することができる、と
いう優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る配光制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１における四辺形領域生成処理部による遮光領域としての四辺形領域の生成処
理動作例を示す説明図である。
【図３】図１における四辺形領域生成処理部で生成された四辺形領域による対向車両に対
する遮光状態例を示す説明図である。
【図４】図１における四辺形領域生成処理部で生成された四辺形領域の面積の算出例を示
す説明図である。
【図５】実施の形態に係る配光制御装置の配光制御処理例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る配光制御装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図６における領域生成処理部で生成された三角形領域による対向車両に対する遮
光状態例及び面積の算出例を示す説明図である。
【図８】実施の形態に係る配光制御装置で生成される遮光領域の画像面上での位置と遮光
対象での位置についての対応例を示す説明図である。
【図９】図６における領域生成処理部による矩形領域の生成過程例及び生成された矩形領
域による対向車両に対する遮光状態例を示す説明図である。
【図１０】従来技術における矩形領域による対向車に対する遮光状態例を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態について詳細に説明する。
【００２１】
＜第１の実施の形態例＞
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【００２２】
　図１は、第１の実施の形態に係る照射制御装置としての配光制御装置の構成例を示して
いる。なお、本第１の実施の形態では、車両に搭載され、撮像された前方画像に基づいて
ＬＥＤマトリクスランプからなるヘッドランプの照灯制御を行う車載用照明システムに本
発明を適用した場合を例に説明する。
【００２３】
　図１に示すように、第１の実施の形態に係る車載用照明システム１０は、自車両の前方
の画像を撮像するＣＣＤカメラ等からなる撮像装置２と、撮像された前方画像に基づいて
、自車両に設けられたＬＥＤマトリクスランプからなる本発明に係る照射手段としてのヘ
ッドランプ３の照灯を制御する配光制御装置１とを備えている。なお、撮像装置２によっ
て出力される画像は、濃淡画像及びカラー画像の何れであってもよい。
【００２４】
　配光制御装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＣＰＵに本発明に係る配光
制御処理動作を実行させるためのプログラム等を記憶したＲＯＭ（Read Only Memory）、
データ等を記憶するＲＡＭ（Random Access Memory）、及びこれらを接続するバスを含ん
で構成されており、プログラムに基づくコンピュータ処理で実現される機能として、点灯
検出部４、３次元位置算出部５、ペアリング判定部６、矩形遮光領域生成部７、四辺形領
域生成処理部８、及び、照射制御部９を備えている。なお、点灯検出部４及び３次元位置
算出部５は、本発明に係る灯火位置検出手段の一例である。
【００２５】
　点灯検出部４は、撮像装置２によって撮像された撮像画像から、パターン認識手法など
を用いて対向車両のヘッドランプの検出を行う。
【００２６】
　３次元位置算出部５は、点灯検出部４で検出された対向車両のヘッドランプに基づき、
当該ヘッドランプの自車両からの３次元位置を算出する。なお、撮像装置２の光軸と自車
両のヘッドランプの光軸とが同じ位置関係にある場合には、２次元位置を算出することで
も良い。
【００２７】
　ペアリング判定部６は、３次元位置算出部５で算出された対向車両のヘッドランプの３
次元位置に基づいて、近傍同士のヘッドランプのペアリングを行い、１灯のみの検出であ
るか、２灯での検出であるかを判定する。なお、このようなヘッドランプのペアリングの
判定は、特開２０１０－２２１７５６号公報に記載の車両灯火判定方法を用いて行うこと
ができる。例えば、対向車両の片側のヘッドランプが故障で点灯していない場合、又は、
点灯検出部４で対向車両の１灯のみが検出された場合等において、１灯のみの検出である
と判定される。
【００２８】
　矩形遮光領域生成部７は、ペアリング判定部６による判定で対向車両の２灯が検出され
たと判定された場合に、２つの灯火の各々の位置に基づいて対向車両の車幅を算出し、算
出した車幅に合わせた横幅と予め定められた高さとからなる矩形領域を生成する。
【００２９】
　四辺形領域生成処理部８は、ペアリング判定部６による判定で、対向車両の１灯のみが
検出されたと判定された場合に、検出された１つの灯火の位置を頂点の１つとした２つの
三角形を合成した四辺形領域を遮光領域として生成する。
【００３０】
　照射制御部９は、矩形遮光領域生成部７で生成された矩形領域、又は四辺形領域生成処
理部８で生成された四辺形領域を遮光領域とするように照射パターンを生成し、自車両の
ヘッドランプを制御する。例えば、遮光領域に対応する自車両のヘッドランプによる照射
部分の照度を低減させる照射パターンを生成し、照射制御を行う。
【００３１】
　四辺形領域生成処理部８はプログラムに基づくコンピュータ処理で実現される機能とし
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て欠損灯火位置算出部８a、ドライバ位置算出部８ｂ、及び、四辺形領域生成部８ｃを備
えている。
【００３２】
　欠損灯火位置算出部８aは、点灯検出部４及び３次元位置算出部５によって検出され算
出された灯火位置から、予め定められた車両における灯火ペア間の距離だけ右方向に離れ
た欠損灯火位置を算出する。
【００３３】
　ドライバ位置算出部８ｂは、点灯検出部４及び３次元位置算出部５によって検出され算
出された灯火位置から、予め定められた標準的な車両における灯火位置とドライバの顔位
置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められた標準的な車両における灯火位
置と車両中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心とドライバの顔位置と
の左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出する。
【００３４】
　四辺形領域生成部８ｃは、点灯検出部４及び３次元位置算出部５によって検出され算出
された灯火位置、欠損灯火位置算出部８aによって算出された欠損灯火位置、及び、ドラ
イバ位置算出部８ｂによって算出されたドライバ位置を各頂点とした三角形と、灯火位置
、ドライバ位置、及びドライバ位置から予め定められた標準的な車両における灯火ペア間
の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域とを合成して四辺形領域を生成
する。
【００３５】
　このような四辺形領域生成処理部８による四辺形領域の遮光領域の生成処理動作につい
て図２を用いて説明する。
【００３６】
　なお、対向車両が右ハンドルの場合を例として説明する。
【００３７】
　図２（ａ）に示すように、点灯検出部４及び３次元位置算出部５によって検出され算出
された対向車両の灯火位置Ａを三角形の左下の頂点とし、予め定められた標準的な車両に
おける車両中心から灯火位置Ａ，Ｂまでの距離をdlight、予め定められた標準的な車両に
おける灯火位置Ａと車両中心との間の距離（dlight）と予め定められた車両における車両
中心とドライバの顔位置Ｃとの左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置、すなわ
ち、当該車両中心からドライバの顔位置Ｃまでの距離をddriver、予め定められた標準的
な車両における灯火位置Ａ，Ｂからドライバの顔位置Ｃまでの高さの差をdheightとする
ことで、底辺の長さが２×dlight、高さがdheightとなる三角形ＡＢＣを生成する。
【００３８】
　そして、図２（ｂ）に示すように、このように生成した三角形領域ＡＢＣと、灯火位置
、ドライバ位置、及びドライバ位置から予め定められた車両における灯火ペア間の距離だ
け左方向に離れた位置Ｂ’を各頂点とした三角形領域ＡＢ’Ｃとを合成して四辺形領域を
生成する。すなわち、生成した三角形領域ＡＢＣ及び三角形領域ＡＢ’Ｃを、辺ＡＣを対
角線として合成して、四辺形領域を生成する。
【００３９】
　生成した四辺形領域を遮光領域として自車両のヘッドランプの照射を制御することによ
り、このように１灯を検出した場合には、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、灯火
を検出した位置に三角形の頂点Ａが配置された遮光領域が形成されるように自車両のヘッ
ドランプの照射を制御することとなり、ドライバ側の灯火が欠損した場合、及び助手席側
の灯火が欠損した場合のいずれの場合であっても、右ハンドルの対向車両のドライバの顔
位置を遮光することで防眩できる。
【００４０】
　次に、図４を用いて、対向車両のドライバ側の前照灯の１灯のみが検出された際に、四
辺形領域生成処理部８により生成された四辺形領域で遮光を行う場合の遮光領域の面積に
ついて説明する。
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【００４１】
　なお、図４においては、対向車両の前照灯とドライバの頭部を点として容易なモデルと
して示し、対向車両に対して自車両の前方の余分な遮光部分を優先的に低減させている状
態を示している。
【００４２】
　また、予め定められた対向車両の車両中心から灯火位置までの距離dlightは、予め定め
られた対向車両の車両中心からドライバまでの距離ddriverより大きいものとする（dligh
t＞ddriver）が、逆の場合でも結果は同じである。
【００４３】
　図４（ａ）では、対向車両のドライバ側の前照灯の１灯のみが検出された場合における
四辺形の遮光領域を示し、図４（ｂ）では、対向車両の助手席側の前照灯の１灯のみが検
出された場合における四辺形の遮光領域を示しており、いずれの場合においても対向車両
のドライバの顔部分が遮光領域に含まれている。
【００４４】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）で示す各々の四辺形の遮光領域の面積Ｓ’は、図４（ｃ）で
示すように、「２×dlight×dheight」として算出される。
【００４５】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）のいずれの四辺形遮光領域であっても、対向車両のドライバ
の顔部分が遮光領域として含まれており、対向車両のドライバを確実に防眩することがで
きる。その結果、検出した灯火が左右のいずれの側（ドライバ側、助手席側）の灯火であ
るかを判別できない場合であっても、対向車両のドライバを確実に防眩するために必要な
四辺形領域の面積Ｓ’は「２×dlight×dheight」となる。
【００４６】
　このように、四辺形領域生成処理部８により生成された四辺形の遮光領域で遮光を行う
ことにより、遮光領域の面積を減少させることができる。
【００４７】
　次に、図５を用いて、配光制御装置１の点灯検出部４、３次元位置算出部５、ペアリン
グ判定部６、矩形遮光領域生成部７、四辺形領域生成処理部８、及び、照射制御部９によ
る本発明係る配光制御処理動作を説明する。
【００４８】
　点灯検出部４は、撮像装置２によって撮像された撮像画像から、パターン認識手法など
を用いて対向車両のヘッドランプの灯火検出を行う（ステップＳ５０１）。
【００４９】
　３次元位置算出部５は、点灯検出部４で検出された対向車両のヘッドランプに基づき、
当該ヘッドランプの自車両からの３次元位置を算出する（ステップＳ５０２）。なお、撮
像装置２の光軸と自車両のヘッドランプの光軸とが同じ位置関係にある場合には、２次元
位置を算出することでも良い。
【００５０】
　ペアリング判定部６は、３次元位置算出部５で算出された３次元位置に基づいて近傍同
士のヘッドランプのペアリングを行い、１灯のみの検出であるか、２灯での検出であるか
を判定する（ステップＳ５０３）。
【００５１】
　ペアリング判定部６による判定で対向車両の２灯が検出された場合、矩形遮光領域生成
部７は、２つの灯火の各々の位置に基づいて対向車両の車幅を算出し、算出した車幅に合
わせた横幅と予め定められた高さとからなる矩形領域を遮光領域として生成する（ステッ
プＳ５０４）。
【００５２】
　また、ペアリング判定部６による判定で、点灯検出部４で対向車両の１灯のみが検出さ
れたと判定された場合、四辺形領域生成処理部８は、検出された１つの灯火の位置を頂点
の１つとした２つの三角形領域を合成した四辺形領域を遮光領域として生成する（ステッ
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プＳ５０５）。
【００５３】
　照射制御部９は、矩形遮光領域生成部７で生成された矩形遮光領域、又は、四辺形領域
生成処理部８で生成された四辺形遮光領域で遮光するように照射パターンを生成し、自車
両のヘッドランプの照射制御を行う（ステップＳ５０６）。
【００５４】
　＜第２の実施の形態例＞
【００５５】
　次に、図６を用いて、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、本第２の実
施の形態においても、第１の実施の形態と同様、車両に搭載され、撮像された前方画像に
基づいてＬＥＤマトリクスランプからなるヘッドランプの照灯制御を行う車載用照明シス
テムに本発明を適用した場合を例に説明する。
【００５６】
　図６に示すように、第２の実施の形態に係る車載用照明システム２０は、図１で示した
第１の実施の形態に係る車載用照明システム１０と同様の撮像装置２及びヘッドランプ３
と共に、照射制御装置としての配光制御装置１ａを備えている。
【００５７】
　配光制御装置１ａは、図１で示した車載用照明システム１０の配光制御装置１と同様に
、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びバスを含んで構成されており、プログラムに基づくコン
ピュータ処理で実現される機能として、点灯検出部４ａ、３次元位置算出部５ａ、ペアリ
ング判定部６ａ、矩形遮光領域生成部７ａ、及び、照射制御部９ａを備え、四辺形領域生
成処理部８の代わりに遮光領域生成処理部８０を備えている。
【００５８】
　遮光領域生成処理部８０は、図１で示した車載用照明システム１０の配光制御装置１と
同様のドライバ位置算出部８ｂを備えると共に、四辺形領域生成部８ｃの代わりに遮光領
域生成部８０ｃを備えている。
【００５９】
　点灯検出部４ａ、３次元位置算出部５ａ、ペアリング判定部６ａ、及び、矩形遮光領域
生成部７ａは、各々、図１で示した車載用照明システム１０の配光制御装置１における点
灯検出部４、３次元位置算出部５、ペアリング判定部６、及び、矩形遮光領域生成部７と
同様にして動作を行い、例えば、矩形遮光領域生成部７ａは、ペアリング判定部６ａによ
る判定で対向車両の２灯が検出された場合に、２つの灯火の各々の位置に基づいて対向車
両の車幅を算出し、算出した車幅に合わせた横幅と予め定められた高さとからなる矩形領
域を遮光領域として生成する。
【００６０】
　遮光領域生成処理部８０は、ペアリング判定部６ａによる判定で、対向車両の１灯のみ
が検出されたと判定された場合において、検出された１つの灯火の位置を頂点の１つとし
た三角形領域を遮光領域として生成する。
【００６１】
　照射制御部９ａは、矩形遮光領域生成部７ａで生成された矩形領域、又は遮光領域生成
処理部８０で生成された三角形領域を遮光領域とするように照射パターンを生成し、自車
両のヘッドランプの照射制御を行う。
【００６２】
　遮光領域生成処理部８０において、ドライバ位置算出部８ｂは、点灯検出部４ａ及び３
次元位置算出部５ａによって検出され算出された灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められ
た車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心
とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位
置として算出する。
【００６３】
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　そして、遮光領域生成部８０ｃは、灯火位置、ドライバ位置、及びドライバ位置から予
め定められた車両における灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角
形領域を遮光領域として生成する。
【００６４】
　このような遮光領域生成処理部８０により生成される三角形領域の遮光領域は、図２、
図３、及び、図４の各々で示された図１における車載用照明システム１０の配光制御装置
１で生成された四辺形領域の図の左側の三角形ＡＢ’Ｃの領域であり、いずれの場合も対
向車両のドライバの顔部分を含んでおり、ドライバの顔部分を遮光することで防眩するこ
とができる。
【００６５】
　特に、遮光領域生成処理部８０により生成される三角形領域の遮光領域の面積は、図２
、図３、及び、図４の各々で示された第１の実施の形態に係る車載用照明システム１０の
配光制御装置１で生成された四辺形領域の遮光領域の面積の半分となり、さらに余分な遮
光領域を低減させることができる。
【００６６】
　このような遮光領域生成処理部８０による三角形領域の遮光領域の生成処理動作につい
て図７を用いて説明する。
【００６７】
　なお、対向車両が右ハンドルの場合を例として説明する。
【００６８】
　図７（ａ）に示すように、遮光領域生成処理部８０のドライバ位置算出部８ｂは、点灯
検出部４ａ及び３次元位置算出部５ａによって検出され算出されたドライバ席側の灯火位
置（Ａ）から、予め定められた車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分
（dheight）だけ上方に位置し、かつ、予め定められた車両における灯火位置（Ａ，Ｂ）
と車両中心との間の距離（dlight）と予め定められた車両における車両中心とドライバの
顔位置との左右方向の距離（ddriver）との差分（dlight- ddriver）だけ右方向に離れた
位置を、ドライバ位置（Ｃ）として算出する。
【００６９】
　そして、遮光領域生成部８０ｃは、灯火位置（Ａ）、ドライバ位置（Ｃ）、及びドライ
バ位置（Ｃ）から予め定められた車両における灯火ペア間の距離（dlight + dlight ）だ
け左方向に離れた位置（Ｂ’）を各頂点とした三角形領域を遮光領域として生成する。
【００７０】
　このように、遮光領域生成処理部８０により生成される三角形領域（ＡＢ’Ｃ）の遮光
領域は、上記図７（ａ）に示すように助手席側（Ｐ席側）の灯火が欠損している場合であ
っても、対向車両のドライバの顔部分（Ｃ）を含んでおり、ドライバの顔部分を遮光する
ことで防眩することができる。
【００７１】
　また、図７（ｂ）に示すように、ドライバ席側（Ｄ席側）の灯火が欠損している場合で
あっても、遮光領域生成処理部８０により生成される三角形領域（ＡＢ’Ｃ）の遮光領域
は、対向車両のドライバの顔部分（ここではＢ’となる）を含んでおり、ドライバの顔部
分を遮光することで防眩することができる。
【００７２】
　次に、図８を用いて、図１における自車両のヘッドランプ３の光軸と撮像装置２の光軸
とをあわせて設置した際の遮光領域の画像面上での位置と遮光対象での位置について説明
する。
【００７３】
　図８に示すように、図１における自車両のヘッドランプ３の光軸と撮像装置２（カメラ
）の光軸とをあわせて設置した場合、撮像装置２で対向車両（被写体）のヘッドランプか
らの光を受ける場合と、自車両のヘッドランプ３から光を対向車両（遮光対象）に照射す
る場合とは、反対の過程であり、撮像装置２の撮影画角（カメラ画角）とヘッドランプ３
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の照射角との違いによる座標変換は二次元平面上（画面上）で行うことができるため、自
車両と対向車両との距離を求める必要がなく、自車両と対向車両との距離に関係なく、画
像面上での遮光領域の位置と、対向車両（遮光対象）における遮光領域の位置と、を精度
良く設定することができる。
【００７４】
　以上、各図を用いて説明したように、本実施の形態の配光制御装置においては、自車両
の前方を撮像する撮像装置によって撮像された撮像画像から、対向車両の灯火位置を検出
し、検出した灯火位置から、予め定められた車両における灯火ペア間の距離だけ右方向に
離れた欠損灯火位置を算出すると共に、検出した灯火位置から、予め定められた車両にお
ける灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められ
た車両における灯火位置と車両中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心
とドライバの顔位置との左右方向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位
置として算出する。そして、灯火位置、欠損灯火位置、及びドライバ位置を各頂点とした
三角形領域と、灯火位置、ドライバ位置、及びドライバ位置から予め定められた車両にお
ける灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域とを合成して四
辺形領域を生成し、生成した四辺形領域を遮光領域とするように、自車両の前方を照射す
るヘッドランプを制御する。
【００７５】
　また、灯火位置、ドライバ位置、及びドライバ位置から予め定められた車両における灯
火ペア間の距離だけ左方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域を生成し、生成した三
角形領域を遮光領域とするように、ヘッドランプを制御する。
【００７６】
　なお、対向車両の灯火ペアの灯火位置が検出された場合には、対向車両の灯火ペアの灯
火位置に基づいて、矩形領域を生成し、生成した矩形領域を遮光領域とするように、ヘッ
ドランプを制御し、対向車両の１つの灯火位置が検出された場合に、生成した四辺形領域
、又は三角形領域を遮光領域とするように、ヘッドランプを制御する。
【００７７】
　このような遮光領域の生成技術では、対向車両の１つのヘッドランプ（前照灯）のみか
ら対向車両のドライバを防眩できる遮光領域を生成することができるので、例えば、対向
車両が片眼であっても、対向車両のドライバを確実に防眩することができる。
【００７８】
　また、このようにして生成される遮光領域の面積は、従来技術で生成される矩形の遮光
領域の面積と比較して、半分又は１／４に削減することができるので、余分な遮光領域を
生成することを抑制して、他の領域に対する視認性を向上させることができる。
【００７９】
　なお、本発明は、各図を用いて説明した実施の形態例に限定されるものではなく、その
要旨を逸脱しない範囲において種々変更して適用することが可能である。例えば、本実施
の形態例では、四辺形領域又は三角形領域を遮光領域とした照射パターンを用いているが
、当該三角形領域に外接する楕円形領域又は多角形領域を遮光領域とした照射パターンを
用いても良い。
【００８０】
　例えば、図９に示すように、図６の遮光領域生成処理部８０により生成された図７（ａ
）における三角形領域ＡＢ’Ｃに外接する矩形領域９１ａを生成して、照射制御部９ａは
、当該矩形領域９１ａを遮光領域とするように照射パターンを生成し、自車両のヘッドラ
ンプの照射制御を行う。
【００８１】
　図９に示すように、生成された矩形領域９１ａの遮光領域は、対向車両のドライバの顔
部分（Ｃ）を含んでおり、ドライバの顔部分を遮光することで防眩することができる。
【００８２】
　なお、図９においても、対向車両の前照灯とドライバの頭部を点として容易なモデルと
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して示し、対向車両に対して自車両の前方の余分な遮光部分を優先的に低減させている状
態を示している。
【００８３】
　また、予め定められた対向車両の車両位置から灯火位置までの距離dlightは、予め定め
られた対向車両の車両中心からドライバまでの距離ddriverより大きいものとする（dligh
t＞ddriver）が、逆の場合でも結果は同じである。
【００８４】
　また、検出した灯火位置から、予め定められた車両における灯火位置とドライバの顔位
置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、予め定められた車両における灯火位置と車両
中心との間の距離と予め定められた車両における車両中心とドライバの顔位置との左右方
向の距離との差分だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出する場合を例に説
明したが、これに限定されるものではない。例えば、検出した灯火位置から、予め定めら
れた車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だけ上方に位置し、かつ、
予め定められた距離だけ右方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出するようにして
もよい。
【００８５】
　また、本実施の形態例では、対向車両が右ハンドルの場合に適用する例で説明したが、
対向車両が左ハンドルの場合にも適用できる。
【００８６】
　例えば、対向車両が左ハンドルの場合には、欠損灯火位置算出部８aにより、点灯検出
部４及び３次元位置算出部５によって検出され算出された灯火位置から、予め定められた
車両における灯火ペア間の距離だけ左方向に離れた欠損灯火位置を算出し、ドライバ位置
算出部８ｂにより、点灯検出部４及び３次元位置算出部５によって検出され算出された灯
火位置から、予め定められた車両における灯火位置とドライバの顔位置との高さの差分だ
け上方に位置し、かつ、所定の距離（例えば、予め定められた車両における灯火位置と車
両中心との間の距離と、予め定められた車両における車両中心とドライバの顔位置との左
右方向の距離との差分）だけ左方向に離れた位置を、ドライバ位置として算出し、四辺形
領域生成部８ｃにより、灯火位置、欠損灯火位置、及びドライバ位置を各頂点とした三角
形領域と、灯火位置、ドライバ位置、及びドライバ位置から予め定められた車両における
灯火ペア間の距離だけ右方向に離れた位置を各頂点とした三角形領域とを合成して四辺形
領域を生成し、照射制御部９により、生成された四辺形領域を遮光領域とするように、自
車両の前方を照射するヘッドランプを制御する。
【００８７】
　また、遮光領域生成部８０ｃにより、灯火位置、ドライバ位置、及びドライバ位置から
予め定められた車両における灯火ペア間の距離だけ右方向に離れた位置を各頂点とした三
角形領域、又は当該三角形領域に外接する楕円領域又は多角形領域を生成し、照射制御部
９ａにより、生成された三角形領域、楕円領域、又は多角形領域を遮光領域とするように
、自車両の前方を照射するヘッドランプを制御する。
【００８８】
　また、本実施の形態例では、本実施の形態の配光制御装置の各機能をプログラムに基づ
くＣＰＵの処理で実現しているが、論理素子回路からなるハードウェア構成とすることで
も良い。
【符号の説明】
【００８９】
１，１ａ　配光制御装置
２　撮像装置
３　ヘッドランプ（自車両の前照灯）
４，４ａ　点灯検出部
５，５ａ　３次元位置算出部
６，６ａ　ペアリング判定部
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７，７ａ　矩形遮光領域生成部
８　四辺形領域生成処理部
８ａ　欠損灯火位置算出部
８ｂ　ドライバ位置算出部
８ｃ　四辺形領域生成部
９，９ａ　照射制御部
１０，２０　車載用照明システム
８０　遮光領域生成処理部
８０ｃ　遮光領域生成部
９１ａ　矩形領域
１０１　対向車両
１０２，１０３　ヘッドランプ（対向車両の前照灯）
１０４　ドライバ
１０５ａ，１０５ｂ，１０５ｃ　矩形遮光領域
１０６，１０７　余分な遮光領域

【図１】 【図２】
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